
◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律の一部を改正する法律 
（平成三〇年六月二〇日法律第六〇号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月一八日・衆議院内閣委員会） 

○梶山国務大臣 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一

部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中で、公的負担の抑制を図るとともに、持続

可能かつ良好な公共サービスを実現するためには、さまざまな分野の公共施設等の整備、

運営等において民間の資金や創意工夫を活用することが重要であり、それらを活用した

多様な特定事業の導入、とりわけ民間の経営原理を導入する公共施設等運営事業を活用

することが求められております。 

 この法律案は、このような状況に鑑み、特定事業の一層の推進と公共施設等運営事業

の実施の促進を図るため、特定事業に関する国による支援の強化、公共施設等運営権者

が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の特例の創設及び水道事業等に関し地方公共団体

に対して貸し付けられた地方債の繰上償還に係る特例の創設を定めるものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、公共施設等の管理者等及び民間事業者が特定事業に係る支援措置等について

確認を求めた際に内閣総理大臣が一元的に回答する制度を創設するほか、内閣総理大臣

が公共施設等の管理者等に対し特定事業の実施に関し報告を求め、必要に応じ助言や勧

告を行うことができることとしております。 

 第二に、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合において、公の施

設の利用料金における地方公共団体の承認や、公共施設等運営権の移転に伴う指定管理

者の再指定における議会の議決について、一定の要件を満たす場合にはそれらを不要と

する地方自治法の特例を設けることとしております。 

 第三に、水道事業及び下水道事業に係る公共施設等運営権を設定した地方公共団体に

対し、過去に貸し付けられた当該事業に係る地方債について、補償金を免除し元金償還

金のみで繰上償還することを認める特例を時限的に設けることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

 以上です。 

二、 衆議院内閣委員長報告（平成三〇年五月一五日） 

○山際大志郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層

の促進を図るため、公共施設等運営権者が地方自治法上の公の施設の指定管理者を兼ね

る場合の利用料金に関する特例等を創設するとともに、内閣総理大臣に対する特定事業



に係る支援措置の内容等の確認に係る制度を設ける等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る四月十二日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、十八日梶山国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、二

十日から質疑に入り、五月十一日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・市民クラブから、公共施設等の管理者等又は

特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者が、特定事業に係る支援措置

の内容等について確認を求めることができる一元的な窓口を、内閣総理大臣から民間資

金等活用事業推進委員会に改めること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を

聴取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案を一括して討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は

賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院内閣委員長報告（平成三〇年六月一三日） 

○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の

一層の促進を図るため、公共施設等運営権者が地方自治法上の公の施設の指定管理者を

兼ねる場合の利用料金に関する特例等を創設するとともに、内閣総理大臣に対する特定

事業に係る支援措置の内容等の確認に係る制度を設ける等の措置を講じようとするもの

であります。 

 委員会におきましては、特定事業に関する国による支援機能の強化が地方公共団体に

与える影響、運営権者が指定管理者を兼ねる場合の特例により住民や議会の関与が弱ま

る懸念、上下水道事業への公共施設等運営権方式の導入を推進する理由、ＰＦＩ事業の

現状及び地元企業や外資系企業の参画の在り方等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対、希望の会

（自由・社民）の山本委員より反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年六月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 ＰＰＰ／ＰＦＩを推進するに当たっては、公共施設等運営権（コンセッション）方



式を始めとするＰＦＩ手法の導入ありきではなく、地方公共団体が地域の実情に応じ

て官民連携の多様な手法を検討し、適切な選定ができるよう、地方公共団体の自主

性・自律性を尊重すること。 

二 公共施設等の管理者等及び民間事業者が特定事業に係る支援措置等について確認を

求めた際に内閣総理大臣が一元的に回答する場合や、内閣総理大臣が公共施設等の管

理者等に対し特定事業の実施に関し助言等を行う場合にあっては、特定の民間事業者

への誘導や、地方公共団体の判断への介入を疑われることのないよう、適正かつ公正

に運用すること。 

三 公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の二重適用問題の解消に

ついては、本法による対応にとどまらず、運営権者による自由度の高い運営及び更な

る負担の軽減に資する支援の在り方について、引き続き検討を行うこと。 

四 本法による補償金免除繰上償還については、上下水道コンセッションを導入する先

駆的取組に限り特例的に認めるという趣旨に鑑み、今後は、財政投融資制度の健全性

の維持、地方公共団体間の公平性及び地方財政運営の規律の確保の観点から、同様の

補償金免除繰上償還を実施することは厳に慎むこと。 

五 ＰＦＩ事業の実施に当たっては、地域金融機関の役割や、地域の民間事業者の参加

を得て地域の実情を踏まえた事業を展開することが、地域経済の活性化や施設の維持

管理等にとっても重要であることから、地方公共団体等に対して、地域の産官学金が

参加する地域プラットフォームの組織化や、地域の民間事業者の参加を促す工夫を行

っている取組等に関する情報の提供を始め、適切な支援を実施すること。 

六 ＰＰＰ／ＰＦＩの評価・検証を行うに当たりその実施状況を把握するとともに、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩの透明性を向上させる観点から、定期的に実施状況を公表するなど、海

外の事例も参考にしつつ、ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる「見える化」に努めること。 

七 今後とも、安全・安心な水を安定的に確保するとともに、衛生的で安心な都市環境

を維持するため、人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽化等の課題を抱える上

下水道事業の経営が持続可能なものとなるよう、官民連携の推進にとどまらず、広域

化・共同化等を推進することにより、関係府省間で連携してこれらの課題解決に当た

ること。 

  右決議する。 

 


